
耐震診断関係評定の流れ 
 評定申込（依頼）から評定書発行までのおおよその流れは以下の通りです。なお、特殊な建物、特

殊な工法による補強設計等に関しては、事前にお問い合わせ下さい。 
 評定期間は、評定委員会（受付委員会）での受理後、概ね１～２ヶ月程度です。ただし、状況によ

り評定期間が変わることもあるので、余裕を持ってお申込み下さい。 
 

評定受付の可否や評定の進め方、個別の案件の診断方法や現地調査の方

法など、耐震診断評定全般についてお問合せやご相談を受け付けていま

す。また、ご希望月の受付委員会への予約も可能です。 
 
 

評定依頼書に必要事項を記入し、所定の概要表を添えて事務局宛てにご

送付下さい。申込み内容を確認し、委員会開催日（概要説明実施日）を

連絡いたします。 
受付は、随時行っております。 
最新の受付状況についてはホームページをご覧下さい。 
 
 

事務局では、委員会提出資料の事前確認を原則、面談で行います（メー

ル等の場合もあります）。 
評定委員会（受付委員会）の 2 週間前（3 週間前くらいが望ましい）ま

でに事前確認を実施出来るよう資料の準備をお願いします。 
 

評定委員会（受付委員会）では、評定依頼者（診断担当者）から概要説

明を行い、大まかな診断方針の確認、議論の要点等の確認を行い、担当

委員を決定します。 
評定委員会（受付委員会）は原則として毎月１回開催されます。 
受付状況のページをご覧ください。 
 
部会では、担当委員（２～３名）から評定依頼者（診断担当者）に診断

内容に関する質疑を行います。 
部会は原則２回程度開催しますが、審議の経過状況により増える場合が

あります。 
 

部会終了後、評定委員会で最終審議を行ないます（担当委員から部会で

の審議内容を報告します）。 
評定書の承認のため最終審議は、随時行います。 
 
 

評定委員会の審議終了後、評定書の発行手続に移ります。 
評定書は、ご依頼者様提出の報告書資料とともに当方で製本し発行しま

す。評定書の追加発行および変更は、別途申込が必要です。 
 

 

関連事業として、下記の事業も行っておりますので、ご活用頂ければ幸いです。 

●耐震改修工事の現場検査 
耐震改修工事が設計どおり適切に施工されるように、当財団が第三者機関として耐震改修工事の現場

検査を行います。 
 

*お問い合せ先 
一般財団法人ベターリビング つくば建築試験研究センター 

Tel: 029(864)1745    Fax: 029(864)2919 
E-mail：info-tbtl tbtl.org 
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